
資料 20 連携協議会に係る参考資料  

表１ 連携協議会設立準備会の構成メンバー 

【公園内施設メンバー】 

多摩中央

公園内施

設の管理

運営事業

者 

パルテノン多摩 

文化施策担当課長、子ども家庭支援センター長 

多摩市立複合文化施設の管理運営事業者（多摩市文

化振興財団） 

多摩市立中央図書館 図書館本館整備担当課長 

G.L.C 

公園緑地課長 

G.L.C の管理運営事業者（恵泉女学園大学、多摩市

グリーンボランティア連絡会）  

旧富澤家 文化財担当課長 

多摩中央公園管理者 公園緑地課長（再掲） 

【公園外メンバー】 

大学・団体等 

市内大学（大妻女子大学） 

多摩センター地区の活性化団体（多摩センター地区

連絡協議会） 

公園隣接施設（桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ） 

【その他のメンバー】 

多摩市 
観光担当課長（会長） 

市民経済部経済観光課（庶務） 

※必要に応じて出席する職員等  

多摩市(関連部署等) 

行政管理課長、資産活用担当課長、都市計画課長、  

道路交通課長 等 

 

表２ 連携協議会設立準備会の開催スケジュール（予定含む） 

 日程 テーマ 内容 

第 1 回 令和 2 年 8 月 構想を共有する 専門家講演 

第 2 回 令和 2 年 9 月 施設への相互理解を

深める 

各施設の取組の報告 

第 3 回 令和 2 年 10 月 方向性を考える１ 目指す姿、サービス提供対象、取組内

容、役割・体制 

第 4 回 令和 2 年 11 月 方向性を考える２ 活動の共通認識を持つ、STEP1,2 の方

向性 

第 5 回 令和 3 年 1 月頃 方向性を考える３ STEP1(プレ企画)の構想(案)、STEP2 の

方向性 

第 6 回 令和 3 年 5 月頃 戦略をまとめる 取組･組織戦略、プレ企画の検討 

第 7 回 令和 3 年 9 月頃 取組を計画する 運営計画(素案)、プレ企画 

第 8 回 令和 3 年 10 月頃 運営計画をまとめる 運営計画(案)、設立総会実施計画(案) 

 令和 3 年 12 月頃 設立総会 

※1 令和 3 年 1 月時点での予定であり、変更する可能性がある。 

※2 第 7 回以降は、選定された本事業の事業者が参加することを想定している。 
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表３ 連携協議会運営業務の概要 

事業展開 本事業における連携協議会運営業務の内容  

STEP1 連携協議会

設立業務 

実施 必須 

業務期間 基本協定締結日（令和 3 年 9 月頃）～連携協議会設

立日（令和 3 年 12 月下旬頃）前日（約 3 か月間） 

業務内容 ・  設立準備会に係る各種引継ぎ 

・  連携協議会設立総会の企画・準備  

・  連携協議会運営計画（案）の作成 

構 成 メ ン

バー 

・  連携協議会設立準備会構成メンバー 12 者（表 1 参

照） 

STEP2 連携協議会

事務局運営

業務 

実施 必須 

業務期間 連携協議会設立日（令和 3 年 12 月下旬頃）から、令

和 7 年 3 月末、令和 8 年 3 月末、令和 9 年 3 月末の

いずれかで認定計画提出者が提案する期間  

業務内容 以下の内容に関し、認定計画提出者の提案内容に基

づき、本市との協議により決定（詳細な内容は、要

求水準書を参照すること） 

・  定例会議等の開催・運営（1 か月に 1 回程度） 

・  連携事業の企画・実施（支援） 

（オープニングイベントの企画・実施を含む） 

・  協働活動の企画・実施（年数回程度） 

・  広報（支援） 

・  STEP3 の実施計画の検討・提案に係るとりまとめ  

構 成 メ ン

バー 

・  STEP1 における構成メンバー12 者 

・  多摩中央公園管理運営者（認定計画提出者） 

・  認定計画提出者の提案により、上記以外の主体と

の連携も可能 

活動範囲 ・  本公園内 

・  認定計画提出者の提案により、公園外での活動等

の実施も可能 

STEP3 連携協議会

展開推進業

務 

実施 原則実施（ただし、認定計画提出者と本市との協議

により、実施の有無を決定） 

業務期間 STEP2 終了日から、本事業の事業期間終了日までを

想定（ただし、認定計画提出者と本市との協議によ

り、実施期間を決定） 

業務内容 STEP2 の中で認定計画提出者が検討・提案した内容

に基づき、多摩センター地区全体のより一層の賑わ

い創出を目的として、公園外など周辺エリアへの輪

を順次拡大させる活動を行うことを想定している。  

構 成 メ ン

バー 

・  STEP2 における構成メンバー、その他の主体へ連

携を拡大 

活動範囲 ・  本公園及び周辺エリア 

 


